
処分基準（公表用）               様式第４号 
所管部（局）・課 農林水産部 生産者支援課          

法令名 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 法令番号 平成１４年法律第８８号 
手続名 狩猟者登録の取消し 根拠条項 第６４条 

処 

分 

基 

準 

 
【狩猟者登録を取り消す基準】 
 

 狩猟者登録を受けた者が、次のいずれかに該当する場合 
 
 ①不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき 
 
 ②鳥獣保護法第５８条各号のいずれかに該当することとなったとき  
 
③鳥獣保護法第６１条第４項の規定による届出に虚偽があったとき  
 
 

【６月を超えない期間を定めて狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止する基準】 
 

 鳥獣保護法第６１条第４項の規定による届出をしなかったとき 
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１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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